
スポーツ合宿助成金交付要綱


（趣旨）

第１条　この要綱は、苫小牧市補助金等交付規則（平成３０年３月３０日規則第９号）に基づ
き、スポーツ合宿助成金（以下「助成金」という。）を交付することについて、必要事項を定
めるものとする。


（用語の定義）

第２条　この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

⑴　合宿：苫小牧市外の学校、実業団、クラブ等に所属する団体が、スポーツ技術向上を目的

と　　

して宿泊を伴う練習や研修等を行うこと。


⑵　中央競技団体：国内の種目団体を統括する中央組織（日本スポーツ協会（JSPO）の加盟団
体）

　⑶　スポーツ施設等：公共・民間のスポーツ施設及び学校施設

⑷　宿泊施設：旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条で規定するホテル営業、旅館営

業

　及び簡易宿泊所営業に係る施設

⑸　参加者：選手及び指導者（申請団体に所属している部長、監督、コーチ、マネージャー
等。ただし、旅行会社等のバス運転手は除く。）


⑹　延べ宿泊数：宿泊人数に宿泊日数を乗じた数

⑺　大会期間：大会要項に記載の期間（公式練習を含む）


（助成対象事業）

第３条　助成対象となるスポーツ合宿（以下「助成事業」という。）は、苫小牧市内で実施さ
れ、次の各号の全てに該当するものとする。ただし、公益財団法人苫小牧市スポーツ協会会長
（以下「会長」という。）が特に必要と認める場合はその限りではない。

⑴　１度の合宿において、参加者の延べ宿泊数が５泊以上であること。ただし、大会への参加
を伴う場合は、大会期間及び前日泊を除く。


⑵　原則、合宿期間中は、苫小牧市内の宿泊施設を利用していること。

⑶　原則、苫小牧市内のスポーツ施設等を利用していること。

⑷　原則、練習等を公開し、市民等の見学を可能にしていること。

⑸　営利を目的としていない合宿であること。

⑹　競技団体等が主催するスポーツイベント等ではないこと。

⑺　スポーツ合宿以外の事業（対象外事業）を含む合宿ではないこと。


（助成金の額）

第４条　助成金の額は、別表１のとおりとし、予算の範囲内で交付する。ただし、会長が特に認
め　　

る場合はこの限りではない。


（複数年度にわたる合宿の取り扱い）

第５条　助成事業が複数年度にわたり実施される場合の助成対象年度は、助成事業最終日の属す
る年度とする。


（交付申請）

第６条　助成金の交付を受けようとする者は、助成事業を実施する２週間前（土曜日、日曜日又
は国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日に当たる場合はその
前日）までにスポーツ合宿助成金交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添付
し、会長に提出しなければならない。

⑴　スポーツ合宿実施計画書（様式第２号）

⑵　その他会長が必要と認める書類


　

（交付決定）


第７条　会長は、前条の規定による申請を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認
めるときは、助成金の交付を決定し、速やかにスポーツ合宿助成金交付決定通知書（様式第３
号）により通知する。




　（交付申請の取下げ）

第８条　前条の規定による交付決定の通知を受けた者（以下「助成団体」という。）は、交付決
定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から１４日以内
に、申請の取下げをすることができる。


２　前項に規定する申請の取下げがあったときは、当該申請に係る助成金の交付決定はなかった
ものとみなす。


　（助成事業の変更等）

第９条　助成団体が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ会長の承認を受けなけれ
ばならない。

⑴　助成事業の内容を変更（次条に規定する軽微な変更を除く。）しようとする場合。

⑵　助成事業の一部又は全部を中止しようとする場合。


２　助成団体は前項第１号に規定するときは、スポーツ合宿助成金変更交付申請書（様式第４
号）を、同項第２号に規定するときは、スポーツ合宿助成金事業中止申請書（様式第５号）を
会長に提出しなければならない。


３　会長が前項の規定による申請を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認めると
きは、スポーツ合宿助成金変更交付決定通知書（様式第６号）又は、スポーツ合宿助成金事業
中止承認通知書（様式第７号）により、助成団体にその旨を通知する。


　（軽微な変更の範囲）

第１０条　前条第１項第１号に規定する軽微な変更は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 参加人数の減少による助成金額の減額。

⑵　助成金の増額を伴わない事業計画の細部変更。


（実績報告）

第１１条　助成団体は、助成事業終了後、当該会計年度終了までに、スポーツ合宿助成金実績報
告書兼請求書（様式第８号）に次の各号に掲げる書類を添付し、速やかに会長に提出しなけれ
ばならない。

(1) スポーツ合宿内容報告書（様式第９号）

(2) 宿泊証明書（様式第１０号）

(3) その他会長が必要と認める書類


２　助成団体が前項の規定に基づき、助成金を請求するにあたり受領者が助成団体の代表者と異
なる場合においては、委任状（様式第１１号）を各種請求書に添えて会長に提出しなければな
らない。


　（助成金の額の確定）

第１２条　会長は、前条の規定による報告があった場合において、その内容を審査し、スポーツ
合宿助成金確定通知書（様式第１２号）により、助成団体に対し、確定した助成金の額を通知
する。


　（交付の時期）

第１３条　助成金は、第１２条の規定により助成金の額を確定した後に交付するものとする。


（決定の取消し）

第１４条　会長は、助成団体が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部
又は一部を取り消すことができる。

⑴　偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた場合。

⑵　助成金を他の用途に使用した場合。

⑶　助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反した場合。

⑷　この要綱に基づく指示に違反した場合。


（助成金の返還）

第１５条　会長は、前条の規定により決定の取消しを行った場合において、既に助成金を交付し
ているときは、返還命令書（様式第１３号）により当該取消しの部分につき、期限を定めて返
還を命じるものとする。


（違約加算金及び違約延滞金）

第１６条　助成団体は、前条の規定により助成金の返還を命じられたときは、当該助成金が補助
金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「法」とい
う。）第２条第４項に規定する間接補助金等であるとき又はやむを得ない事情があると会長が



認めるときを除き、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助
成金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額）
につき法第１９条に規定する割合で計算した違約加算金を公益財団法人苫小牧市スポーツ協会
（以下「協会」という。）へ納付しなければならない。


２　助成事業者は、助成金の返還を命じられ、これを納期日までに納付しなかった場合は、やむ
を得ない事情があると会長が認めるときを除き、納期日の翌日から納付の日までの日数に応
じ、その未納付額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控
除した額）につき法第１９条に規定する割合で計算した違約延滞金を協会に納付しなければな
らない。


　

（助成金に係る経理）


第１７条　助成事業者は、助成事業に係る経理についてその収支を明確にした証拠書類を整理
し、かつ、これらの書類を助成事業が完了した日の属する協会の会計年度の翌年度から１０年
間保存しなければならない。


（暴力団等の排除）

第１８条　会長は、助成事業者が苫小牧市暴力団の排除の推進に関する条例（平成２７年条例第
３３号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員又は同条第４項に規
定する暴力団関係事業者（以下「暴力団等」という。）に該当するか否かについて、必要に応
じ照会を行うものとする。


２　会長は、助成事業者が暴力団等に該当することが判明したときは、当該暴力団等に助成金を
交付しない旨の決定をするものとする。


３　会長は、助成金の交付決定を受けたものが暴力団等に該当すると判明したときは、当該暴力
団等に係る助成金の交付の決定を取り消し、又は既に交付されている助成金の返還を命じるも
のとする。


（委任）

第１９条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。


附則

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。

　

　附則（平成２８年８月２４日改正）

この要綱は、平成２８年１０月１日から施行する。


附則（平成２９年３月２３日改正）

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。


附則（令和４年３月１８日改正）

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。


附則（令和５年３月３０日改正）

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。


附則（令和５年１２月１日改正）

この要綱は、令和５年１２月１日から施行する。


附則（令和８年４月１日改正）

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。




別表１（第４条関係）


※プロ選手・プロチーム：各種競技団体等においてプロ登録している選手・チーム・団体

※実業団：各種競技団体において実業団登録しているチーム・団体

宿泊（１人１泊） 上限（１申請）

中央競技団体、プロ選
手・プロチーム及び実業
団

２，０００円 ２００，０００円

それ以外の団体 １，０００円 １００，０００円
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